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【手続補正書】
【提出日】平成25年9月13日(2013.9.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の脊柱に既知の向きおよび大きさを有し、コンパスを具えるポジショナを固定する
ステップと；
　前記ポジショナのコンパスを用いて、患者が前記コンパスの第１軸に沿って、かつ前記
コンパスの第２軸に直交する方向に配置されるようにＸ線源に対して患者を位置決めして
するステップであって、前記第１軸が前記第２軸に対して直交する、ステップと；
　脊柱の横方向の椎骨の少なくとも１つのＸ線写真を受け取るステップと、
　ユーザから受け取る情報に基づいて前記椎骨の理想的形状を生成するステップと、
　前記理想的形状の物理的特徴を求めるステップと、
　１組の規則に基づいて前記椎骨についてのレポートを生成するステップと、
を含むことを特徴とする患者の脊柱を分析するための方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記理想的形状が多角形であることを特徴とする方法
。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、前記多角形がｎ個の頂点を有し、ｎ－１個の頂点の位
置を示す情報を前記ユーザから受け取るステップと、残りの頂点の位置を計算するステッ
プとをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、複数の隣接する椎骨のＸ線写真を受け取るステップと
、椎骨ごとに理想的形状を生成するステップと、隣接する椎骨間の関係を示すデータを用
いて前記レポートを生成するステップと、をさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、前記Ｘ線写真が椎骨の生画像を含み、前記生画像が基
準軸に対して第１の角度で方向付けられる側面図を示し、前記方向付けに起因する歪みを
なくすために前記生画像を回転させるステップをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法において、前記Ｘ線写真を変倍するステップと、前記椎骨の寸法
を前記変倍したＸ線写真から求めるステップと、をさらに含むことを特徴とする方法。
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【請求項７】
　請求項１に記載の方法において、前記Ｘ線写真が前記ポジショナの像を含み、前記方法
が更に、前記ポジショナの像を使用して前記Ｘ線像を調節するステップをさらに含むこと
を特徴とする方法。
【請求項８】
　患者に向かうＸ線ビームを放射するＸ線源と；
　患者の脊柱に、既知の向きおよび大きさを有し、第１軸と第２軸を有するコンパスを具
えるポジショナであって、当該第１軸が第２軸に直交しており、当該第２軸が前記Ｘ線源
から放射されたＸ線に平行になるように構成されており、前記コンパスが、前記患者が当
該コンパスの第１軸に沿って、及び当該コンパスの第２軸に直交するように位置するよう
に、前記患者を前記Ｘ線源に対して位置決めするよう動作可能である、ポジショナと；
　生のＸ線像を受け取るレシーバと、
　画面上に前記生のＸ線像を提示する画面と、
　前記生のＸ線像上の関心のある点を示す情報をユーザから受け取るユーザ入力部と、
　前記生のＸ線像を、前記情報に基づいて前記椎骨の対応する理想的形状に変換し、前記
理想的形状に基づいてレポートを生成するように構成されるプロセッサと、
を含むことを特徴とする椎骨のＸ線像を分析するための機器。
【請求項９】
　請求項８に記載の機器において、前記プロセッサが、前記生のＸ線像を多角形の形状を
有する理想的形状の画像に変換することを特徴とする機器。
【請求項１０】
　請求項９に記載の機器において、各椎骨の前記画像が、ｎ個の頂点を有する理想的多角
形に変換されることを特徴とする機器。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の機器において、前記情報がｎ－１個の頂点の位置を定め、前記プロ
セッサが多角形ごとにｎ番目の頂点の位置を決定することを特徴とする機器。
【請求項１２】
　請求項８に記載の機器において、前記プロセッサが、事前に選択された軸に対する前記
生のＸ線像の角回転を示す歪みデータをさらに受け取り、前記歪みを補正するために前記
生のＸ線像を回転させるようにさらに構成されることを特徴とする機器。
【請求項１３】
　請求項８に記載の機器において、前記プロセッサが、前記椎骨の縮尺を示す縮尺データ
をさらに受け取り、前記椎骨の大きさに基づく情報を含む前記レポートを生成するように
さらに構成されることを特徴とする機器。
【請求項１４】
　請求項８に記載の機器において、前記レシーバが、前記生のＸ線像内のポジショナの像
を更に受け取り、前記ポジショナの像が前記ポジショナの実際の位置を示していることを
特徴とする機器。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の機器において、前記プロセッサが、前記ポジショナの像に基づいて
歪み角を検出し、前記歪み角を使用して前記生のＸ線像を回転させることを特徴とする機
器。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の機器において、前記回転角が、それぞれの直交軸に沿って割り付け
られる３つの成分を含むことを特徴とする機器。
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